


【旅行企画・実施】
ネットランド株式会社 千葉県知事登録旅行業第 3-641 号
住所：千葉市美浜区打瀬 1-5 パティオス7-417 ＴＥＬ：043-351-1667/ＦＡＸ：043-351-1668
営業時間：９時～１７時（平日）
一般社団法人全国旅行業協会正会員
旅行業務取扱管理者：辻修 ※旅行業務取扱管理者とは、お客さんの旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。
この旅行契約に関し、担当者からの説明に不明な点があれば、ご遠慮なく表記の取扱管理者にお問い合わせください。
募集型企画旅行実施可能区域：千葉市・習志野市・八千代市・佐倉市・四街道市・八街市・大網白里市・茂原市・市原市

ご旅行条件（要約）お申し込みの際には､ 必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき､ 事前に内容をご確認の上お申し込みください｡

●募集型企画旅行契約 ：この旅行はネットランド株式会社（千葉市美浜区打瀬 1-5 パティオス7-417 千葉県知事登録旅行業第 3-641 号｡ 以下｢当社｣ とい
います｡ ）が企画･実施する旅行であり､ この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下｢旅行契約｣ といいます｡ ）を締結することになります｡
また､ 旅行条件は､ 下記によるほか､ 別途お渡しする旅行条件書（全文）､ 出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画
旅行契約の部によります｡

●最少催行人員：３０名
●旅行のお申し込み及び契約成立時期
（１）当社所定の申込書に所定の事項を記入し､ 下記の申込金を添えてお申し込みください｡ 申込金は､ 旅行代金お支払の際差し引かせていただきます｡
（２）電話､ 郵便､ ﾌ ｧｸｼﾐﾘその他の通信手段でお申し込みの場合､ 当社が予約の承諾の旨通知した翌日から起算して３日以内に申込書の提出と申込金の支
払をしていただきます｡
（３）旅行契約は当社が契約の締結を承諾し､ 申込金を受領したときに成立するものとします｡
（４）お申込金 ご旅行代金が 2 万円以下 ご旅行代金全額

●旅行代金に含まれるもの：＊旅行日程に明示した運送機関の運賃･料金＊旅行日程に明示した観光の料金（ﾊ ｽ゙料金･ｶ ｲ゙ ﾄ 料゙金･入場料金）＊旅行日程
に明示した食事の料金（朝０回・昼１回・夕０回）及び税･ｻｰﾋ゙ｽ料金  ＊添乗員同行費用。これらの費用は､ お客様の都合により一部利用されなくても原則と
して払い戻しいたしません｡

●旅行代金に含まれないもの ：前項のほかは旅行代金に含まれません｡ その一部を例示いたします｡ ＊ｸﾘｰﾆﾝｸ 代゙､ 電話電報料､ ﾎﾃ ﾙ のﾎﾞー ｲ ･ﾒｲ ﾄ 等゙に対
する心付け､ その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税･ｻｰﾋ゙ｽ料金 ＊ｵﾌ ｼ゚ｮﾅﾙ ﾂ ｱ ｰ料金 ＊日本国内におけるご自宅から発着空港等集
合･解散時点までの交通費･宿泊費

●添乗員：同行します。

●旅行代金のお支払い ：旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって13 日目にあたる日より前（お申し込みが間際の場合は当社が指定する期日まで
に）にお支払ください｡

●旅行代金の変更：当社は旅行契約締結後であっても、利用する運輸機関の運賃、料金が改定された場合は、その改定差額分の旅行代金を変更させてい
ただきます。また、旅行代金を増額する場合は、旅行開始の前日から起算して14 日前までにお客さまに通知いたします。

●取消料：旅行契約成立後､ お客様の都合で契約を解除されるときは､ 次の金額を取消料として申し受けます｡

国内日帰り旅行取消料について 取消料
（お一人様）

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

１０日目～８日目 旅行代金の 20％
７日目～２日目 旅行代金の 30％
前日 旅行代金の 40％
当日の集合時間まで 旅行代金の 50％

旅行開始後の取消又は無連絡不参加 旅行代金の 100％
営業時間外の取消は翌営業日の取り扱いとなります

●当社による旅行契約の解除：当社はあらかじめ明示した最少催行人員に達しなかった場合、その他の理由により旅行の実施が困難な場合、
当該旅行の実施をとりやめることがあります。ただし、旅行開始日の前日から起算して3 日前までに旅行を中止する旨をお客様に通知いたします。

●特別補償：当社は当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款特別補償規定に基づき、お客様が
募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然の外来の事故によりその身体、生命、または手荷物状に被った一定の損害について、予め当社約款特別補償規定
に定める金額の範囲において補償金又は見舞金を支払います。

●当社の免責事項：お客様が次に例示するような理由により、損害を被られた場合においては、当社はその責任を負いません。
但し、当社の過失が証明された時はこの限りではありません。

(ア) 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
(イ) 運輸・宿泊機関の事故もしくは火災またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
(ウ) 日本又は外国官公署の命令、外国の出入国規則、伝染病による隔離またはこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止。
(エ) 自由行動中の事故
(オ) 食中毒、盗難
(カ) 運輸機関の遅延・不通・スケジュール変更・路線変更など、またはこれによって生じる旅行日程の変更、目的地滞在時間の短縮。

●旅程保証：当社は別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に一定率を乗じた変更補償金を支払います。詳しくは別途交付する詳細
旅行条件書でご確認ください。

●最終日程表：集合時間、場所等に関する確定書面はご出発の前日までにお渡しいたします。
●｢通信契約｣ を希望されるお客様との旅行条件 ：当社はクレジットカードでの旅行代金の決済を行っておりません。

●個人情報の取扱について
（１）当社及び販売店は､ 旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について､ お客様との間の連絡のために利用させていただくほか､ お客
様がお申し込みいただいた旅行において運送･宿泊機関等の提供するｻｰﾋ゙ｽの手配及びそれらのｻｰﾋ゙ｽの受領のために手続に必要な範囲内で利用させて
いただきます｡
（２）当社は､ 旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため､ 当社の保有するお客様の個人情報を土産物店に提供することがあります｡ この場合､ お客様の
氏名､ ﾊ ｽ゚ﾎﾟー ﾄ番号及び搭乗される航空便名等に係る個人情報をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします｡ なお､ これらの個人情報の
提供の停止を希望される場合は､ お申込店に出発前までにお申し出ください｡

この旅行条件は 2014 年 7 月 1 日を基準としています｡ 又､ 旅行代金は 2014 年 7 月 1 日現在の有効な運賃･規則を基準として算出しています｡

旅行条件のご案内（要約）
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